
     富山県公衆浴場衛生設備改善事業及び公衆浴場施設等整備事業 

     補助金交付要綱 

  

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、富山県補助金等交付規則（昭和 37 年富山県規則第 10 号。以

下「規則」という。）第 21 条の規定に基づき、公衆浴場衛生設備改善事業補助金

及び公衆浴場施設等整備事業補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとす

る。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、「公衆浴場」とは、公衆浴場法（昭和23年法律第139号） 

第２条の規定により、知事の許可を受けた施設であって、物価統制令第４条の規

定により入浴料金の価格が統制されているもののうち、脱衣場と浴室を合わせた

面積が210㎡以下のものをいう。 

 （補助金の交付） 

第３条 知事は、次の各号に定める者に対し、予算の範囲内において次条に定める

補助金を交付するものとする。 

 (1)  住民の日常生活において欠くことができない公衆浴場の経営の合理化と公

衆衛生の向上を図るための公衆浴場衛生設備改善事業（以下「衛生設備改善事

業」という。）を行う者 

 (2) 公衆浴場の確保とその経営の安定を図るために株式会社日本政策金融公庫

の資金を借り入れて公衆浴場施設等整備事業（以下「施設等整備事業」という。）

を行う者（公衆浴場法第２条の規定により許可を受けようとする者を含む。） 

 （交付の対象経費） 

第４条 前条の規定により交付する補助金の対象となる経費は、次の各号に定める

ところによる。 

 (1) 公衆浴場衛生設備改善事業補助金 

前条第１号に定める衛生設備改善事業に要する経費であって、別表１に掲げ

る設備の新設又は更新に係るもの（工事費を含む。）とし、１施設当たりの補助

対象基本額及び補助対象限度額は、同表に定めるところによる。 



 (2) 公衆浴場施設等整備事業補助金 

前条第２号に定める施設等整備事業に要する経費であって、株式会社日本政

策金融公庫の貸付対象となる浴場施設設備の整備に要する経費とし、補助基準

額は、別表２のとおりとする。 

 （補助金の額） 

第５条 前条の補助金の交付額は、次の各号に定めるところにより算出した額とす

る。ただし、算出した額に、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨て

るものとする。 

 (1) 公衆浴場衛生設備改善事業補助金 

別表１に掲げる区分ごとの事業に要した経費又は補助対象基本額によって算

定した経費のいずれか低い額の３分の１（同表の第15項の事業にあっては４分

の１）以内の額とする。ただし、同表の第１項、第２項、第９項又は第11項に

掲げる設備を複数設ける場合は、１設備ごとに算出するものとする。 

 (2) 公衆浴場施設等整備事業補助金 

別表２に基づき算定した補助基準額について、当該事業を行う者が株式会社

日本政策金融公庫との借入契約に基づき支払う利子（延滞利子を除く。）のうち、

資金を借り入れた日（１契約に係る資金を２回以上に分けて借り入れた場合は、

最終借入日）から６０月間の借入利子相当額の２分の１以内の額とし、同表に

定める算定式により算出した額とする。 

 （交付申請） 

第６条 規則第３条に規定する補助金交付申請書の様式は、第２項第１号にあって

は様式第１号、同項第２号にあっては様式第２号のとおりとする。なお、公衆浴

場施設等整備事業補助金の交付の申請は、事業完了予定日又は株式会社日本政策

金融公庫の最終貸付日のいずれか遅い日の属する年度に行うものとする。 

２ 前項の交付申請書に添付すべき書類は、次の各号に掲げるとおりとする。 

 (1)  公衆浴場衛生設備改善事業補助金 

ア 公衆浴場衛生設備改善事業計画書（様式第３号） 

イ 衛生設備改善事業の概要等がわかる書類 

 (2)  公衆浴場施設等整備事業補助金 



ア 公衆浴場施設等整備事業計画書（様式第４号） 

イ 公衆浴場業に係る株式会社日本政策金融公庫資金貸付証明書（様式第５号） 

ウ 株式会社日本政策金融公庫貸付金償還予定表 

エ その他施設等整備事業の概要がわかる書類 

 （交付の条件） 

第７条 規則第５条の規定により、補助金の交付に付する条件は、次の各号に掲げ 

るとおりとする。 

 (1) 補助事業の内容を変更し、若しくは、中止し、又は廃止しようとするときは、

様式第６号により、知事の承認を受けること。 

 (2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該補助事業の遂行が困難

となった場合においては、様式第７号により速やかに知事に報告してその指示

を受けること。 

 (3) 額の確定においては、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控

除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税

法（昭和63年法律第108号）の規定により仕入に係る消費税額として控除できる

部分の金額及び当該金額に地方税法（昭和25年法律第226号）の規定による地方

消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以

下同じ。）を減額するものとする。 

（実績報告） 

第８条 規則第12条に規定する実績報告書の様式は、第２項第１号にあっては様式

第８号、同項第２号にあっては様式第９号のとおりとする。 

２ 前項の実績報告書に添付すべき書類は、次の各号に掲げるとおりとする。 

 (1)  公衆浴場衛生設備改善事業補助金 

ア 公衆浴場衛生設備改善事業実績書（様式第10号） 

イ 衛生設備改善事業の完了がわかる書類 

 (2)  公衆浴場施設等整備事業補助金 

ア 公衆浴場施設等整備事業実績書（様式第11号） 

イ 株式会社日本政策金融公庫貸付金償還予定表 

ウ その他施設等整備事業の完了がわかる書類 



   附 則 

１ 昭和49年４月１日以降において本要綱第４条に定める施設の新設又は更新した

ものについて適用する。 

２ 第２条の規定にかかわらず、昭和62年３月31日以前に公衆浴場法第２条の規定

により知事の許可を受けた施設であって、物価統制令第４条の規定により入浴料

金の価格が統制されているもののうち、脱衣場と浴室を合わせた面積が210㎡を超

える公衆浴場（昭和62年３月31日以前に同条の許可を受けた後、昭和62年４月１

日以降に改築のため同条の許可を受けたものを含む。）について、この要綱を適用

する。 

３ 令和４年４月１日から令和７年３月31日までの間、第４条第１号及び様式第３

号中「新設又は更新」とあるのは、「新設、更新又は修繕」に読み替えるものとす

る。 

   附 則 

 昭和49年７月１日以降において本要綱第４条に定める施設の新設又は更新したも

のについて適用する。 

   附 則 

１ この要綱は、昭和50年８月１日以降において本要綱第４条に定める施設の新設 

 又は更新したものについて適用する。 

２ 昭和50年７月31日以前において本要綱第４条に定める施設の新設又は更新した 

 ものについては、なお従前の例による。 

   附 則 

 この要綱は、昭和53年４月１日から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、昭和54年４月１日から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、昭和55年４月１日から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、昭和60年度分の補助金から適用する。 

   附 則 



 この要綱は、昭和61年度分の補助金から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、昭和62年４月１日以降の公衆浴場衛生設備改善等事業（昭和62年３

月31日以前に公衆浴場法第２条の許可を受けた脱衣場と浴室を併せた面積が210㎡

を超える公衆浴場（昭和62年３月31日以前に同条の許可を受けた後、昭和62年４月

１日以降に改築のため同条の許可を受けたものを含む。）の公衆浴場衛生設備改善等

を含む。）について適用する。 

   附 則 

 この要綱は、昭和63年度分の補助金から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、平成４年度分の補助金から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、平成６年度分の補助金から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、平成９年度分の補助金から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、平成12年度分の補助金から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、平成13年度分の補助金から適用する。 

      附 則 

 この要綱は、平成14年度分の補助金から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、平成16年度に着手した設備の新設、更新又は施設等の整備に係る補

助金から適用する。 

      附 則 

 この要綱は、平成17年度分の補助金から適用する。 

      附 則 

 この要綱は、平成20年10月１日の補助金から適用する。 

   附 則 



 この要綱は、平成21年度分の補助金から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、平成22年度分の補助金から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、平成26年度分の補助金から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、平成28年度分の補助金から適用する。 

附 則 

 この要綱は、平成29年度分の補助金から適用する。 

附 則 

 この要綱は、平成31年度分の補助金から適用する。 

附 則 

 この要綱は、令和６年度分の補助金から適用する。 


